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練馬区長 前川 燿男

　大都市東京の都心近くに立地しながら、公園や農地など豊かなみどりに恵まれた

住宅都市、それが私たちのまち練馬です。このみどりを守り育んで、次の世代に

引き継ぐことが、区長としての私の最も重要な責務だと思い定め、平成31年４月に

「練馬区みどりの総合計画」を策定しました。

　この５年間は、樹林地や都市農地の保全に加え、公園や幹線道路の整備等に

合わせたみどりのネットワーク形成を進めるとともに、区民の皆さんと一体となって

みどりを育むムーブメントの輪を広げる取組を進めてきました。公園や花壇、

憩いの森の区民管理や落ち葉清掃活動など、みどりを守り育てる活動は着実に

広がっています。

　区民の皆さんと力を合わせて、こうした取組をさらに深め育て、全力で練馬の

みどりを未来につなげてまいります。

　改定にあたり、ご尽力頂いた練馬区緑化委員会、みどりの活動団体の皆さんに

心から御礼申し上げます。
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